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Ⅰ. 求める学生像 

＜博士前期課程＞ 
看護学研究科博士前期課程では、本研究科の理念・目的を達成するために、次のような学

生を求めています。 
1．看護学を専攻する基盤となる看護専門職者として必要な教養と素養を備えている人 
2．看護学に関連する基礎的な知識・技術及び専門科目の履修に必要な基礎学力・語学 

力（英語）を備えている人 
3．看護学の充実・発展・革新を志向する看護学研究者を強く志望している人 
4．看護実践者・看護学教員を対象とした教育コーディネーター（SD：スタッフディベ 

ロップメント、FD：ファカルティディベロップメント）を強く志望している人 
 
＜博士後期課程＞ 

看護学研究科博士後期課程では、本研究科の理念・目的を達成するために、次のような学
生を求めています。 

1．看護学を専攻する看護専門職として必要な教養と素養、倫理観を備えている人 
2．看護学に関連する基礎的な研究能力を有し、自律して研究に取り組む姿勢を備えて 

いる人 
3．看護学の充実・発展・革新を志向し、高度な専門的知識・技術と教育指導力を備え 

ている人 
4．看護学研究者、看護管理者、看護学教員を強く志望している人 
5．論理的思考と柔軟な発想をもち真理を探求できる人 

 

Ⅱ. 入学前に身につけてきてほしいこと 

＜博士前期課程＞  
1．語学(英語)、専門科目を中心とした幅広い基礎学力  
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2．看護学に対する深い関心と強い目的意識 
3．課題を自ら見いだし解決する意欲  
4，社会へ貢献する意欲 

 
＜博士後期課程＞ 

1．語学(英語)、専門科目を中心とした高い学力  
2．看護学に対する深い関心と強い目的意識 
3．課題を自ら見いだし解決する意欲  
4．社会へ貢献する意欲 
5．研究遂行に必要な自律性・行動力・協調性 

 

Ⅲ. 入学者選抜の基本方針 

＜博士前期課程＞ 
一般選抜、社会人特別選抜共通 

1. 外国語試験（キャリア開発コースは除く）、小論文試験、出願書類、口述試験により、
専門科目を中心とした幅広い学力を評価します。 

 2. 出願書類を踏まえ、口述試験により、看護学に対する深い関心と強い目的意識を評価  
します。 

3. 出願書類を踏まえ、口述試験により、課題を自ら見いだし解決する意欲を評価します。  
4. 出願書類を踏まえ、口述試験により、社会へ貢献する意欲を評価します。 

 
＜博士後期課程＞ 
一般選抜、社会人特別選抜共通 

1. 外国語試験、出願書類、口述試験により、語学、専門科目を中心とした高い学力を評
価します。 

2. 出願書類を踏まえ、口述試験により、看護学に対する深い関心と強い目的意識を評価
します。 

3. 出願書類を踏まえ、口述試験により、課題を自ら見いだし解決する意欲を評価します。 
4. 出願書類を踏まえ、口述試験により、社会へ貢献する意欲を評価します。 
5. 出願書類を踏まえ、口述試験により、研究遂行に必要な自律性・行動力・協調性を評

価します。 
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＜博士前期課程＞ 

ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を修得させるため、以下の方針に基づき教育課程を提
供する。  
【教育課程編成の基本方針】 

看護学研究科博士前期課程には、実践看護学領域と看護教育学領域の２領域を置き、各
領域にリサーチコース及び２つのキャリア開発コースを配置する。 
１． 実践看護学領域と看護教育学領域の共通科目の設定＜CP1＞  
２． 診療放射線学研究科との共通科目の設定＜CP2＞  
３． 体系的な教育プログラム＜CP3＞  

実践看護学領域・看護教育学領域の「共通科目」、各々の領域が独自に展開する主専攻
とする「専門科目」を設置し、「特別研究」あるいは「課題研究」を通して学修成果を統
合する。 
１）「共通科目」 
 質の高い専門職教育を展開するための基礎的能力、研究成果を産出するための基礎的
能力を育成する科目、研究過程または教育過程に不可欠な倫理的態度を育成する科目、政
策管理的知識・技術を修得する学科目群を共通科目として７科目を配置する。 
２）「専門科目」 

  各領域を主専攻とし、実践看護学領域では看護実践を対象とした研究を遂行するため
に必要な基礎能力の獲得を目的として３科目を配置し、看護教育学領域では看護学教育
の展開と看護教育学研究の遂行の基盤となる知識・技術を学修し、教育コーディネーター
としてスタッフ・ディベロップメント（SD）・ファカルティ・ディベロップメント（FD）
の支援に必要な能力修得を目指した３科目を配置する。 
３）「特別研究」あるいは「課題研究」 

  特別研究は看護学研究の一連の過程を経験し、看護学研究を遂行するために必要な基
礎的知識・技術・態度を学修する科目として配置する。また、課題研究は研究的な手続き
に基づく課題解決の過程を経験し、課題解決に必要な基礎的知識・技術・態度を学修する
科目として配置する。 

 
【教育・学修方法に関する方針】 

①  研究指導教員は、学生の経験・適性・能力等の個別性に応じた履修指導・研究指導を
行う。夜間開講の授業を中心に履修することを希望する学生には、計画的に必要な単位を
履修し、十分な研究指導を受けられるよう配慮する。 
②  職業や介護・育児等をしながら学修できるよう長期履修制度を設ける。 



③  研究指導教員と研究指導補助教員の複数の教員による研究指導体制のもと、個別に
研究指導を行う。学位論文作成の手引きを学生用及び教員用を作成し、これらの手引きを
基に、計画的に論文を作成する。 
④  学生が自ら研究計画を立案し、主体的に研究活動を実践できるよう指導する。セメス
ター毎に研究指導計画書を学生と指導教員が書面にて作成し、両者がそれを確認しなが
ら論文完成を目指す。 
⑤  知識の理解を目的とする教育内容は講義形式、知識の検証を目的とする教育内容は
演習形式、理論的な知識や技能を応用する能力の修得を目的とする教育内容は講義形式
と演習形式を交えた授業形態とする。  
⑥  汎用的能力の育成を目指して、教員や他学生とのディスカッション等の教授・学修法
を取り入れる。  
⑦  オンライン・コミュニケーション技術等の ICT を活用し、柔軟かつ効果的な学修環
境を提供し、講義や演習、研究指導を行う。  
⑧  単位制度の実質化を図るため、学修目標に沿った適切な授業科目の履修の参考とな
るように、標準的な履修モデルを提示する。 
⑨  各学生に対して、研究指導教員外のアドバイザー制度を設け、研究指導等に関わる相
談に応じやすい環境を作る。 

 
【学修成果の評価の方針】  

所定の 32 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文あるいは課
題研究論文の審査および最終試験に合格したときに学位を認定する。 

授業科目の成績評価については、各科目の課題の達成度等を含めた総合的な基準によ
り実施する。なお、学生からの成績評価に関する異議申し立てにより評価を是正する機会
を設け、評価の透明性を確保する。 

学位論文の審査については、複数の審査委員が学位論文審査基準（修士論文・課題研究
論文）に基づき行うことにより、審査の客観性・厳格性を確保する。 

 
＜博士後期課程＞ 

 ディプロマ・ポリシーに掲げた目標の達成に向け、以下の方針により教育課程を編成する。  
【教育課程編成の基本方針】  

看護学研究科博士後期課程には機能発展看護学を置く。 
１． 体系的な教育プログラム＜CP1＞  
２． 診療放射線学研究科との共通科目＜CP2＞  
３． 体験学修・問題発見型学修を中心とした授業展開＜CP3＞  

本研究科博士後期課程は、看護専門職として必要な基礎的能力の修得、質の高い教育の
提供に必要な基礎的能力の修得、学生が博士後期課程修了時に具備すべき特性の修得に



関わる専門科目として６科目を配置した。 
これらの科目履修により得られた学修成果として「特別研究Ⅱ」を配置する。さらに診

療放射線学研究科博士後期課程との共通科目として、１科目を配置する。 
 
【教育・学修方法に関する方針】  

① 研究指導教員は、学生の経験・適性・能力等の個別性に応じた履修指導・研究指導を
行う。夜間開講の授業を中心に履修することを希望する学生には、計画的に必要な単位を
履修し、十分な研究指導を受けられるよう配慮する。 
②  職業や介護・育児等をしながら学修できるよう長期履修制度を設ける。 
③  研究指導教員と研究指導補助教員の複数の教員による研究指導体制のもと、個別に
研究指導を行う。学位論文作成の手引きを作成し、学生と教員に周知している。この手引
きを基に、計画的に論文を作成する。 
④  学生が自ら研究計画を立案し、主体的に研究活動を実践できるよう指導する。セメス
ター毎に研究指導計画書を学生と指導教員が書面にて作成し、両者がそれを確認しなが
ら論文完成を目指す。 
⑤  知識の理解を目的とする教育内容は講義形式、知識の検証を目的とする教育内容は
演習形式、理論的な知識や技能を応用する能力の修得を目的とする教育内容は講義形式
と演習形式を交えた授業形態とする。  
⑥  汎用的能力の育成を目指して、教員や他学生とのディスカッション等の教授・学修方
法を取り入れる。  
⑦  オンライン・コミュニケーション技術等の ICT を活用し、柔軟かつ効果的な学修環
境を提供し、講義や演習、研究指導を行う。  
⑧  単位制度の実質化を図るため、学修目標に沿った適切な授業科目の履修の参考とな
るように、標準的な履修モデルを提示する。 
⑨  各学生に対して、研究指導教員外のアドバイザー制度を設け、研究指導等に関わる相
談に応じやすい環境を作る。 

 
【学修成果の評価の方針】  

所定の 16 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査およ
び最終試験に合格したときに学位を認定する。 

授業科目の成績評価については、各科目の課題の達成度等を含めた総合的な基準によ
り実施する。なお、学生からの成績評価に関する異議申し立てにより評価を是正する機会
を設け、評価の透明性を確保する。 

学位論文の審査については、複数の審査委員が学位論文審査基準に基づき行うことに
より、審査の客観性・厳格性を確保する。 
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＜博士前期課程＞ 
① 科学的根拠に基づく実践（Evidence-Based Practice：EBP）の実現に向けた看護学とそ
の教育の充実・発展・革新に意義を見出す。＜DP1＞ 
② 科学的根拠に基づく実践（EBP）の実現に向けた看護学とその教育の充実・発展・革新
に資する研究成果を産出する。＜DP2＞ 
③ 科学的根拠に基づく実践（EBP）の実現に向けた看護学とその教育の充実・発展・革新
に資する研究成果を組織の運営管理に反映する意義を見出す。＜DP3＞ 
④ 成人学習者としての看護職者および看護学生の特性を理解し、看護学生を含む看護職者
のキャリア発達を支援する。＜DP4＞ 
 
＜博士後期課程＞ 
① 保健医療サービスの充実に向け、他職種と協働して組織運営に参画し、管理的機能を発
揮する。＜DP1＞ 
② 高等教育としての看護学教育に精通し、高度な専門的知識・技術と教育指導力を駆使し
て質の高い教育を展開する。＜DP2＞ 
③ 臨床現場に存在する多様かつ複雑な問題の研究的解明とその成果の適用を通し、組織内
の研究活動を推進する。＜DP3＞ 
④看護学を専攻する看護専門職として必要な高い倫理的思考力をもち、真理を探究し続け
る。＜DP4＞ 
⑤ 革新され続ける看護学の充実・発展に向けた研究の推進に意義を見出す。＜DP5＞ 
 


